
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員に対する歩合給 

Ｑ：会社が、使用人と同じ支給基準で役員

に歩合給を支給する場合は、損金算入できて

いましたが、税制改正後も変わりありません

か？ 

 

Ａ：今年の４月以降は、利益連動型給与と

しての要件を満たさない限り、損金算入でき

ないこととなるでしょう。 

【解説】 

現行の法人税基本通達では、法人が役員に

対して、固定給のほかに歩合給や能率給を支

給した場合に、その支給基準が使用人に対す

るものと同一である場合は、定期の給与とす

るとされています。 

しかし、平成18年度の税制改正では役員給

与制度が大幅に改正され、これまでの役員報

酬及び役員賞与に対する取扱いが根本から改

められましたので、この歩合給等についての

取扱いも、平成18年４月１日以後に開始する

事業年度からは適用できないこととなると思

われますので注意してください。 

税制改正では、役員給与のうち損金算入が

認められるのは、役員の職務執行前にあらか

じめ支給時期や支給金額が定められていたも

のに基づくものに限られており、事前に支給

額が決まっていない歩合給や能率給は、新法

の規定にそぐわないことから、この通達は、

現在、廃止の方向で検討が進められていると

のことです。 

なお、歩合給や能率給を今後も支給すると

いう場合は、利益連動型給与の要件を満たす

ことができないか検討してみてください。 
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